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ご案内

相談専用電話： 06-6242-1177

住まいの法律
住まいの資金計画
建築・リフォーム
分譲マンション（法律）
分譲マンション（管理一般）

概ね毎週土曜日［10時～13時30分］

隔週土曜日［10時30分～12時］

隔週土曜日［10時～13時］

概ね月1回日曜日［13時～16時］

概ね週1回木曜日［14時～18時］

専門家相談日時 内　　容

　連携機関による定期相談
大阪府建築士会による建築相談…毎週日曜日 13時～16時（受付は当日の12時30分～15時30分 ※12時30分に相談を受ける順番の抽選があります。）
大阪府宅建協会による不動産無料相談…第1・第3月曜日（祝日・協会指定日を除く）　１3時～16時（TEL 06-6943-0621で予約受付）
近畿税理士会による税務相談…毎週土曜日（但し、2・3月を除く）　１3時～16時（TEL 06-6242-1177で予約受付）

借家・借地・土地・建物・相続等に関する法律上の相談（弁護士）

住宅取得やローン返済、高齢期の住まいと暮らしに関する資金計画等（ファイナンシャルプランナー）

建築設計や施工上の問題・建築関係法令等（建築士）   

管理組合運営・管理規約等に関する法律上の相談（弁護士）

管理組合運営・管理規約・長期修繕計画等に関する相談（マンション管理士）

住まい情報センター（住情報プラザ4F）開館情報
〒530‐0041 大阪市北区天神橋6丁目4‐20 4階

TEL 06-6242-1160
FAX 06-6354-8601

URL http://www.sumai.city.osaka.jp/

　開館時間 平日・土曜 9時～19時／日曜・祝日 10時～17時
　休 館 日 火曜日（祝日の場合は翌日）、
 祝日の翌日（日曜日、月曜日の場合を除く）、年末年始

地下鉄谷町線・堺筋線、阪急電鉄「天神橋筋六丁目」駅3号出口

4月～6月の
休館日

4月1日、8日、15日、22日、30日
5月6日、13日、20日、27日
6月3日、10日、17日、24日

大阪市立
住まい情報センター

　住まいの一般相談（随時／窓口相談・電話相談）
住まいを借りるときや購入する際の質問、分譲マンション管理、および大阪市を中心とした公的な住宅施策などに関する質問に対して、相談
員が窓口または電話で対応します。英語、中国語、韓国・朝鮮語にも対応します（外国語対応は17時まで）。
　住まいの専門家相談（予約制／面接相談）（予約は1カ月前からお受けしています）。
お申し込みに際しては、相談員が一般相談で内容をうかがってから予約します。日程が変更になる場合がありますので、ご確認ください。

●相談に関する秘密は厳守します。 ●係争中の案件や営利目的の相談、トラブルのあっせん・仲裁、賃貸住宅の経営に関する相談等、当センターで対応できかねるものは、他の相談
機関等の情報を提供します。 ●専門家相談は、大阪府に在住、在勤または在学の方を対象とします。専門分野ごとに年1回までとさせていただきます（分譲マンション（管理一般）を除く）。

大阪市内の公的住宅のほかUR都市機構の賃貸住宅や大阪府
宅建協会の民間住宅の情報を提供しています。

住まいに関するご相談をお受けしています

大阪市での住まい探しをサポートします
詳しくは本誌9ページをご参照ください。
※住まい情報センター（住情報プラザ4F）と開館日時が異なります。

大阪くらしの今昔館があります

｢住まい｣と｢大阪｣に関する図書を集めたライブラ
リーがあります。図書の貸し出しも行っています。

住まいのライブラリーがあります 

詳しくは本誌10ページをご参照ください。

住まい・大阪に関する
セミナーやイベントを開催しています

以下、広告です。広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。「広告掲載」のお問い合わせは、大阪市立住まい情報センター TEL: 06-6242-1160

人と住まいを結ぶ情報発信基地

都市に住む・暮らす  大阪市 住まいのガイドブック

“あんじゅ”は、「安心して快適な住生活をいとなむ」ための情報誌です。
 また、フランス語でAnge は「天使」という意味。よりよい暮らしを運んできてくれる幸せの象徴をイメージしています。
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“あんじゅ”は、「安心して快適な住生活をいとなむ」ための情報誌です。

 また、フランス語でAnge は「天使」という意味。よりよい暮らしを運んできてくれる幸せの象徴をイメージしています。

中央公会堂
〈今月の表紙〉 大阪を代表する、ネオ・ルネッサンス様式（大正時代）の歴史的建築物で国

の重要文化財に指定されています。コンサートや演劇、講演会などに利用さ
れ、市民の憩いの場所として親しまれてるほか、多くの観光客が訪れる中之
島のシンボルになっています。 

あんじゅは、春・夏・秋・冬に発行します。次号は平成26年7月1日発行です。

住むまち大阪STYLE

知っているようで知らないまちを探検、
大阪に暮らす人の大阪観光

住まいの基礎知識

4回連載「いまどきのマンション管理」
第4回 ワンランク上のマンション管理とは

大阪くらしの今昔館NEWS

「再現！ 道頓堀の芝居小屋
―道頓堀開削399年―」展によせて

大阪くらしの今昔館
匠の技に学ぶ―大工技術のワークショップ

大阪市住まいのガイド
借りる・買う・建てる・建て替える
各種住宅施策のご案内

住むまち大阪STYLE

知っているようで知らないまちを探検、
大阪に暮らす人の大阪観光

住まいの基礎知識

4回連載「いまどきのマンション管理」
第4回 ワンランク上のマンション管理とは

大阪くらしの今昔館NEWS

「再現！ 道頓堀の芝居小屋
―道頓堀開削399年―」展によせて

大阪くらしの今昔館
匠の技に学ぶ―大工技術のワークショップ

大阪市住まいのガイド
借りる・買う・建てる・建て替える
各種住宅施策のご案内
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居住年

平成26年3月まで　

平成26年４月～29年12月

借入限度額

2000万円（※１）

4000万円（※3）

控除率

1.0%

1.0%

控除期間

10年間

10年間

最大控除額

200万円（※2）

400万円（※4）

住民税からの控除上限額

9.75万円（前年課税所得×５％）

13.65万円（前年課税所得×7％）
※認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の場合、※１）３０００万円、※２）300万円、※３）5000万円、※４）500万円

居住年

平成26年3月まで　

平成26年4月～29年12月

①耐震

20万円

25万円

②省エネ

20万円

25万円 

最大控除額

③バリアフリー

15万円

20万円

①②③同時実施

40万円

70万円

■ローンを利用しない場合

居住年

平成26年3月まで　　

平成26年4月～
　　　29年12月

省エネ・バリアフリー工事対象限度額

その他工事対象限度額

200万円

800万円

250万円

750万円

控除率

2%

1%

2%

1%

最大控除額
（5年間）

60万円

62.5万円

■ローンを利用した場合
平成26年

消費税率

住宅ローン控除
（一般住宅）
最大控除額

住宅ローン控除
（長期優良住宅、
低炭素住宅）
最大控除額

住宅ローン控除の拡充（平成29年末までの措置）図2

一定のリフォームをした場合の減税の拡充（平成29年末までの措置）図3平成27年 平成28年 平成29年12月31日

5%

200万円

300万円

400万円

500万円

8%
10%

平成26年4月1日

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年12月31日

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年12月31日

平成29年

平成29年

平成29年

平成27年10月1日

制度拡充のイメージ図1

時や税額が引き上げられた時に駆け込み需要が発生しました。
今まさに必要としているものならばともかく、必要のないものを買い
込むのは合理的ではありません。マイホーム取得や大規模なリ
フォームは、生涯の中でも大きな買い物ですから、消費税アップ分
も相当の額になります。一定の緩和措置があるといっても、ゆとり
をもって頭金を用意し、無理なく返せるよう堅実な資金計画を立
てます。消費税が10%に引き上げられる前にあわてて購入しよう
と思うのではなく、家族のライフステージをきちんと考え、今が家族
の生活の中で本当に買い時なのか、しっかり資金計画が考えら
れているかなどで判断していきましょう。

　消費税引き上げに際して、国は企業等に賃金引き上げを促し
ていますが、実際に賃金が上がるまでには時差があります。給与
が上がらない中で消費税が先行して引き上げられれば、しばらく
は生活費の負担が増えます。消費税の引き上げを前向きに捉え
れば、暮らしを見直す絶好のチャンス。これからの暮らし方を再考
してみましょう。

①収入を増やし支出を減らす

　家計は、収入、支出、収支（収入ー支出）、ストック（預貯金など）
から成ります。まず、少しでも世帯収入を増やせないか検討しま
しょう。片働きであれば共働きを目指す、パートタイマーやアルバイト
をしているのであれば働く時間や時給を増やせないか、考えます。
　次に、消費税が引き上げられれば、生活を引き締めない限り、
支出は増えます。支出額の大きなものに着目してみましょう。例え
ば、車を保有していると、駐車場代や車検代、税金、ガソリン代な
どがかかります。たまにしか乗らないのであればレンタカーやカー
シェアリングをうまく使う方法もあります。わが家にどの程度車が
必要か、手放すかコンパクトカーなどに変えるかなど、見直して
みましょう。
　生命保険の保険料も大きな支出です。子どもが小さい時と巣
立った後では必要な保障額も異なります。現在、どのぐらいの保
障が必要か、今より保険料を安くすることはできないか、保障と費
用のバランスを見直します。ファイナンシャルプランナーに相談する
のもいいでしょう。

②計画的な家計運営を

　消費税の引き上げを機に、暮らしを効率化し、これからはスリム
に暮らす知恵を付けていきましょう。電気代やガス代などライフラ
インの費用も、消費税引き上げで増えてきます。エネルギーを節約
できるライフスタイルに変えていきましょう。
　買い物をする時には、本当に必要か否かを考え、目先の安さで
衝動買いをしないようにします。スーパーなどを利用する時には、
系列のカードを使ってポイントをためたり、安い買い物ができる日に
行くなどこまめに対応していきます。
　家族全員が携帯電話やスマートフォン、パソコンなどを持つように
なって、通信費が家計に占める割合は10年前の2.5倍になっていま
す。ばっさり斬り捨てがたい費目ですが、携帯とスマホの2台持ちにし
て通話費用を下げる、契約しているプランを見直す、自宅の通信回線
とのセットで通信費を考えるなど、こまめに工夫します。
　入学時や授業料の支払時期など、多額の教育費を支払う時
期は割と限られています。必要な時に向けて計画的に準備しま
しょう。奨学金が借りられるからといって、安易に選択しないこと。
返すのは卒業後の子ども自身です。厳しい就職状況なのに、最
初から借金を背負わせていいのか、よく考えて選択してください。
　この先3年から5年の間に車の買い替えや家電の購入などまと
まった額の消費を予定しているならば、計画的に費用をためて必
要時まで準備しておきます。

③貯蓄できる体力を

　金融広報中央委員会が昨年11月に発表した「家計の金融行
動に関する世論調査」（2013年）によると、2人以上世帯で金融
資産を保有していないのは31.0%。ほぼ3世帯に1世帯は、貯蓄で
きていないことになります。生活費が余ったら預貯金するスタイル
では、いつまでたってもたまりせん。貯蓄の少ない世帯はまず、収
入を増やす努力をした上で、最初に天引きして貯蓄し、残りの範
囲で暮らすようにしましょう。事故や病気で入院するなどのリスク
に備えて、まずは生活費3ヵ月分を手元資金として残しておきま
す。半年分があれば、さらに安心です。
　手元の資金を運用する場合には、インフレに強い投資信託の積み
立てや、NISA（株や投資信託などの運用益や配当を一定額非課税
にする制度）などを活用するのもよいでしょう。ただし、資産運用はあく
までも余裕資金で行うことが前提。無理な運用は避けるべきです。

　
　消費税とは、国内で行われる商品販売やサービス提供など、
取引の際に課税される税金（国税・地方税）です。社会保障と税
の一体改革によって、消費税率は今年4月1日から5%から8%へ、
来年10月1日から10%へと段階的な引き上げが予定されています
（図1）。ただし、住まいに関しては、消費税がかかるもの、かからな
いものがあります。
　まず、賃貸住宅の場合、家賃は元々非課税なので、消費税アッ
プの影響を受けません。共益費も家賃に準じる費目なので同様で
す。住まいを借りる時に一時的に支払うお金（保証金、敷金、礼
金など）も、住宅用途の場合には課税されません。ただし、駐車場
や駐輪場の代金や光熱費などは課税されていますので、4月以
降、値上がりします。
　賃貸住宅を仲介してくれた不動産会社に支払う仲介手数料
は、原則として「家賃の1ヵ月分＋消費税分」を貸主、借主で折半
することになっています。4月以降に契約をすると3月以前より消
費税3%分を多く支払います。家賃8万円の住宅であれば、手数
料は8万4000円から8万6400円へと、トータルで2400円ほど増え
ます。
　住み替えに際してはさまざまな手続きや買い物が発生します。
大型ごみの処理や引越代金、家電の移設や新設の費用、住宅
設備やインテリアの購入などにも消費税の引き上げ分が加わりま
す。増税分を頭に入れて、予算を考えましょう。

　マイホームを取得する時、土地に対しては課税されませんが、
建物に対しては課税されます。ただし、売主が個人の場合や物

件が中古の場合には課税されません。
　このほか、建物の建築工事やリフォーム工事など請負工事費
用、土地の造成・整地費用、不動産会社に支払う仲介手数料、住
宅取得に必要な諸費用のうち住宅ローン融資手数料や司法書士
報酬などについては、消費税の引き上げ分、金額が上がります。印
紙税や登録免許税など租税公課は課税対象外となっています。
　住宅の売買や新築などで消費税が課税されるのは、引き渡し
時点です。契約が今年3月31日以前であっても、引き渡しが4月1日
以降ならば、新税率の8%が適用されます。ただし、経過措置とし
て、平成8年10月1日から昨年9月30日までに請負工事等の契約を
締結していれば旧税率の5%が適用されます。
　一般的に分譲マンションで、管理組合が管理している駐車
場代には原則として課税されませんが、外部の駐車場業者か
ら借りる場合の賃料には課税されますので、負担額が大きくな
ります。

　一方、住宅価格は高額なため、消費税の引き上げ前に駆け込
み需要が起きたり、引き上げ後にはその反動で消費が沈んだり、
増税分が家計に大きな影響を与えたりします。税負担の増加によ
る影響を軽減する緩和措置も用意されています。
　大きな緩和措置は、「住宅ローン減税の拡充」です。住宅ロー
ン減税とは、一定の住宅をローンを利用して購入した場合、年末
のローン残高の1%が10年間にわたって所得税から控除され、所
得税だけで引ききれない場合は、翌年の住民税から一定額まで
控除される制度です。この制度が平成29年末まで延長されるこ
とになっています。また、控除の対象はこれまで、年末のローン残
高2000万円まででしたが、消費税引き上げの後は一般住宅の場
合4000万円までとなり、最大控除額が年間20万円、10年間で200
万円から、年間40万円、10年間で最大400万円へ拡充されます。

住民税からの控除上限額も引き上げら
れます（図2）。
　このほか、住宅ローンを利用せずに
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
を新築した場合や、ローンを利用せず
に一定の耐震・省エネ・バリアフリーリ
フォームをした場合、ローンを利用して
一定の耐震・省エネ・バリアフリーリ
フォームをした場合などに対しての減税
措置も平成29年末まで延長され、控除
額が引き上げられます（図3）。
　過去にも、消費税を初めて導入した

家賃や共益費には影響なし
駐車場や仲介手数料は増額

新築の建物や建築工事
住宅取得諸費用の一部も

ローン減税の拡充など緩和措置の活用を

消費税の引き上げは暮らしを見直すチャンス

今年4月から消費税率が8%となります。平成9年以来となる増税が住まいや暮らしの何に影響を及ぼすのか、
これからどのように暮らしを見直し、将来に備えればいいのか、まとめてみました。

消費税8%時代の住まいと暮らし

監 修：八束 和音氏（ファイナンシャルプランナー）

特 集
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江戸時代、天下の台所として遊興都市とし
て繁栄した大阪。まちの人々は伊勢参りや金
比羅参りなど遠出を含め社寺参拝を目的にし
た物見遊山を楽しんだと言われています。
では、明治以降、大阪の観光はどうだったの
でしょう。1月にあった住まいの大阪学連続セミ
ナー「大阪と観光～旅から見た大阪の生活」
で京都大学大学院准教授の中嶋節子さんが
講演した「大大阪－都市の時代・観光の時

代」。中嶋さんによると、時代も大阪も激変する中で伝統的な見物・行
楽から近代的な観光に変化していったと言います。幕末～明治20年
代、近代都市の黎明期には川口居留地や近代工場、駅、蒸気船、鉄
橋、望楼など文明開化とともにできた新名所に人々は珍しがって見に
行ったそうです。
明治30年に第一次市域拡張により面積は3.7倍、人口は1.5倍に

ふくれて活気づき、明治36年に大阪で開催された第五回内国勧業
博覧会がまちが変わる大きな契機になったとか。都市整備がすす
み、特に中之島周辺はめざましく変わり図書館や日本銀行など近代
施設群が観光名所となり、先の博覧会のガイドブックでも取り上げら
れました。博覧会跡地にはルナパークや通天閣、天王寺公園などが
できて人気を集めたとか。同時に大阪が工業都市として発展した時
代は、私鉄も出揃い沿線開発がすすんで郊外への行楽が流行。し
だいに根づいていったようです。そして大正14年、第二次市域拡張

により面積は3倍以上、人口は211
万人に増えて日本一の大都市と
なります。「大大阪」と呼ばれた大
正後期～昭和初期、御堂筋や地
下鉄が作られていく時代は市電や市バス、巡航船など交通網が充
実。多くの近代建築と先端施設も建設され大阪は繁栄を極め、外か
ら来てもらう「観光都市」を打ち出します。国際観光の施策として映
画「大大阪観光」（昭和12年）が作られたほどでした。

大阪に住む人々が発展を実感しながら、観光については大阪の
内から外に目を向けていった経緯がわかるでしょう。「近代は商業都
市、工業都市として文化経済の最先端をいく大阪に市民は誇りを持
ち、郊外に住んで職住が分離しても文化的な故郷は大阪にあった。
だから、観光・行楽は大阪の外側に求めて行ったのでしょう」と中嶋さ
ん。それは戦後の復興から現代へと移り変わる中でも変わらない意
識だったようです。
まちの魅力が見直されつつある昨今。「情報があるほど、そこにな
い情報を知りたい、観光ガイドに載っていないことを体験したいという
欲求が出てきます。これまで足下を見てこなかった大阪の人が改め
てもう一回大阪を発見する、そんな大阪人のための大阪観光は面
白いものがいっぱい出てくると思います。大阪を発掘することでまた
大阪ファンを作っていってほしいですね」。市民がまちを再発見する
「観光」。それは新たな大阪の活力につながっていくかもしれません。

京都大学大学院
人間･環境学研究科准教授
中嶋 節子さん

時代とまちの変化とともに
変わっていった大阪の観光

大阪の人がもう一回大阪を
発見する観光の面白さ

住むまち
大阪 scene 46

最近、まち歩きを楽しむ人が増えています。住むまちのことをもっと知りたいという人が多くなったの
かもしれません。大阪は長い歴史と人々の営みの記憶が至る所に刻まれています。そうした過去だ
けでなく現代の息づかいを感じながら、まちを探検し再発見する。そんな大阪人のための大阪観光
に出かけてみましょう。

知っているようで
知らないまちを探検、
大阪に暮らす人の大阪観光

知っているようで
知らないまちを探検、
大阪に暮らす人の大阪観光

知っているようで
知らないまちを探検、
大阪に暮らす人の大阪観光 中之島のシンボル、大阪市中央公会堂

の
だ
光

中之島のシンボル、大阪市中央公会堂中之島のシンボル、大阪市中央公会堂

ここは駅と思えないような「駅ナカ」スペース。2008年、京阪電車中
之島線開業とともになにわ橋駅の地下1階コンコースに開設された
「アートエリアB1」（440m2）。建設中の06年から社会実験を実施し
ファッションショーも開いたとか。京阪電車と大阪大学、NPO法人ダン
スボックスという三者によるユニークな協同運営。「新たな駅の可能性

を探り、アート・知などをテーマに
さまざまなプログラムを実施し、
コミュニケーション空間としての
駅となることを目指しています」と、
京阪電車経営統括室事業推
進担当の冨田健二さん。ここで
は主に平日夕方から行うレク
チャー＆対話プログラム「ラボカ
フェ」が通勤帰りのサラリーマン
にも好評で、また月1回、日本

センチュリー交響楽
団楽員会の演奏を
聞いてもらう「ミュー
ジックカフェ」もファ
ンは多く、これらの
「カフェ」は参加無
料。春と秋（＝「鉄道
芸術祭」）に大きな
イベントも開催し、300人近い人が集まること
も。「文化・芸術・知の創造と交流の場」として
「知る」を深める刺激的な出会いを届け続けて
います。メセナアワードの文化庁長官賞も受賞。
「地域社会の活性や発展につながる事業に
携わることができるのは非常にありがたい」と
冨田さんは語っています。

全国の美術展のチラシも揃える「アートエリアB1」
（北区中之島1-1-1）。7月6日まで企画展「アパートメ
ント・ワンワンワン」を開催中

栴檀木橋から見た公会堂も美しい

昨年10～12月に開催された「鉄
道芸術祭vol .3 松岡正剛プロ
デュース「上方遊歩46景 ～言葉・
本・名物による展覧会～」会場風景

昨年10月に開いた「ラボカフェ」
～「生命科学のイノベーション」に
集まった人たち

まち歩きがブームになり定着したのは「大阪あ
そ歩」がきっかけでしょう。2008年10月、大阪コ
ミュニティ・ツーリズム推進連絡協議会とともに
「大阪あそ歩」は発足。大阪のさまざまな地域の
魅力を市民によって掘り起こし、市民とともに楽
しみ発信しようという主旨でスタートしました。企
画をしたチーフ
プロデューサー
の茶谷幸治さ

んは「長崎さるく博」（2004～2006
年）で日本初のまち歩きの博覧会を
手がけて大好評を博し、大阪市から
の要請を受けて始めたもの（2012年
より独立し一般社団法人）。「僕は大
阪生まれ、大阪に貢献する仕事をしよ
う」とまち歩きの総合的なプランを研
究開発。発足当初の秋には2コース
だけでしたが、どんどん増やして3年目

の春には150
コースが完成。
内容の面白さ
に人気は広が
り、マップ集は2万冊以上を販売、2012年には
「観光庁長官表彰」を受賞しました。市民が担う
ガイドさん、サポーターさんも200人に増え、参加
者は昨年秋までで累計約1万7000人にものぼ
ります。
　既成の観光とは一線を画す市民が主役の
新しい観光と言え、人気の秘密を茶谷さんはこ
う語ります。「大阪はまちが一番面白い。観光と
いうといろいろな施設を思いがちですが、大阪
の最大の観光資源はまちなんです。その考え方
で始めたのが『大阪あそ歩』。1500年もの歴史
がある大阪は、権力者が強引なまちづくりは行
わなかった世界でも珍しい町人のまち。町人が

人間ドラマを繰り広げた
痕跡が至る所に残ってい
て、面白くないわけがな
い」。定員15人の参加者
に解説する市民のガイドさ
んの役割は大きく「大阪に
対する情熱とその土地に
対する認識と愛情をしっ
かり持っている、そんな人
しかつとまりません」。
150コースは従来の観光ガ

イドにはなかったまちを深く知る
探検ばかり。この春には、2014
年の春（～6月1日）は「まち歩
き」「まち遊び」を合わせて全
102本のコースを計画。趣向豊
富で、たとえば「まち遊び」では
「曽根崎心中」の二人が亡くなっ
た4月7日（旧暦）を新暦に直し
た5月5日にお初天神まで心中
の道を歩いて「お初と徳兵衛」
の物語を講談で聞くコースや、
「端唄・どどいつ、超入門手習
い」（4/20）、「田辺の町並み歩
きと地域寄席・田辺寄席で大
笑い！」（5/17）といった具合。
一人で参加する人やリピーター
も多く100コースを踏破した人
もいるとか。「自主独立精神がま
ちまちにあり、全部色合いが違
うのが面白い。これが本当の大
阪のチカラだよと大阪をわかっ
てもらって広めたい。できれば、小中高生にもまち歩きをと思っていま
す」。市民のまちの記憶、残すべき文化を未来に語り継ぐことも視野に
入れている茶谷さんです。

知れば知るほど面白い、大阪の底力に出会うまち歩き

「大阪あそ歩 まち歩きマッ
プ集」（各780円＋税）

その地域の歴史やエピソードが
ふんだんに盛り込まれた「まち
歩きマップ」

「大阪あそ歩」の新世界コースのまち歩き
風景

大阪あそ歩

大阪は多くのすぐれた企業家を輩出してきまし
た。明治以降、大阪を舞台に活躍したそんな企
業家105人の足跡を追い、それぞれの企業家
精神に光をあてたのが「大阪企業家ミュージア
ム」（中央区本町1-4-5、大阪産業創造館地下
一階）です（開館は2001年6月）。
高齢者やビジネスマンなど団体客や外国人も
多く、昨年、来館者は18万人
を超えました。大阪商工会議

所が中心になり構想が練られ、産学連携で研究・調
査を行い他に類のない博物館が実現したもの。主展

示は「近代産業都市大
阪の誕生ー産業基盤
づくり」「大衆社会の形
成ー消費社会の幕開
け」「豊かな時代の形
成ー復興から繁栄へ」
という3つの時代・ブ
ロックに分かれ、パネル
解説と資料展示で企業
家たちの行動と精神を
紹介。大阪および日本
の経済・文化の発展と人々の豊かな暮らし
にいかに寄与してきたかも伝えてくれます。

「105人のみなさんは成功が
約束されていたわけじゃない。
でも『国利民福』を考えて挑戦
していった」と同館事務局長
の興津厚志さん。「小林一三
氏は需要がなければ需要を作
ればいいと考え、モノづくりの
方たちは外国人にできて日本
人にできないわけがないと考え
た。鳥井信治郎氏は『やってみ
なはれ』精神で日本初のウィスキーを作り、松
下幸之助氏は庶民には高かった家電を大量
に安くと考え、この国を楽しく暮らせる『楽土』
にしようと思ったんです」。
現代の生活に身近な功績の数々は興味
以上に心に響くものがあります。「失敗や困難
があっても乗り越える企業家精神は現代人に
も必要な精神。お客に喜んでもらう船場商人
の精神も受け継ぎ、信用という『のれん』を大
事にした企業家たちは、能力があれば受け入
れ育てる大阪だから成功したのかもしれませ
ん」。諦めない精神に興津さんも学ぶことが多
いとか。見えなかったものを見て学ぶのも観光。「誇りある大阪を再確認
できるミュージアムだと思います」。

同館事務局長
興津 厚志さん

企業家62人の金言を集
めた「大阪企業家名言
集」（500円）。他に漫画
冊子など刊行物も充実

「大阪企業家ミュージアム」玄関。5月
末まで近畿のモノづくりの中小企業
23社を特集した特別展も開催中

偉大な企業家たちに大阪の商いのスピリットを学ぶ大阪企業家ミュージアム

プロデューサー
茶谷 幸治さん

中之島の駅ナカから多彩で知的な文化発信京阪電車なにわ橋駅 アートエリアB1

まち歩きの標準所要時間は2～3時間、歩行距離は
2～3km、さまざまなコースを楽しむスナップ（写
真上は淀川コース、真ん中は四天王寺コース、下は
聖天山コース）

松下幸之助氏ら企業家の足跡
と精神を紹介する展示
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第4回「ワンランク上のマンション管理とは」

４回連載「いまどきのマンション管理」

犯罪が発生しにくい工夫を

大地震への備えも

顔が見える仕組みづくり

共用部の節電や修繕を柔軟に

1
2
3
4

４回連載

「いまどきのマンション管理」
第4回 ワンランク上のマンション管理とは

住居侵入や窃盗、車上狙いを防ぐために外からの侵入を防ぐ

工夫をしましょう。植栽が伸びすぎて死角ができていないか、照

明が届かない暗がりはないか、植栽や照明も防犯という観点か

ら見直します。防犯カメラの増設にあたっては自動車のナンバー

が写るような高画素タイプを選んだり、動きがあった時のみ録画

する間歇録画の方式を取り入れたりすると効果的です。

管理組合の防犯担当を中心に見回りを行うなど防犯に熱心

なマンションだということをアピールします。居住者は、防火訓練

や子ども会のバザー、夏祭りなどイベントに積極的に参加して顔

見知りを増やし、良質なコミュニティを形成することは防犯にも

役立ちます。

大地震や津波への備えについて管理組合で話し合いましょ

う。昭和56年５月31日以前に建築確認申請をした築33年以上

の旧耐震基準の建物は、耐震補強が必要なケースがあります。

大きな地震が発生した場合、公的な救助がすぐに来てくれる

とは限りません。あらかじめエレベーター会社から操作方法を聞

いておけば、エレベーターが止まって人がとじこめられても、住民

自身で助けることができます。

災害に備えて何を備蓄するかも検討します。例えばジャッキや

バールなどは、必要になった時に取り出しやすいよう、鍵がか

かっていない場所に保管します。今は１週間分の食料や飲料を

備蓄するよう推奨されています。まずはしっかり各住戸で備えて

もらい、管理組合でも補完的に備えます。ただし、食料や飲料に

は消費期限がありますので、マンションや街の行事などを利用し

て古いものから消費し、循環補給していきます。

［参考］大阪市「既存マンション向け防災力向上アクションプラン策定マニュアル」
http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000048313.html#07

入居時には、入居者届を管理組合に提出しますが、それが更

新されないままでは居住者の実態はわかりません。最近では個

人情報保護を徹底するあまり、入居者が見えにくくなりがちで

す。個人情報の保護を確保しつつ、入居者届の定期的な更新

を義務づけていけば、管理組合が居住者の状況を把握し、防災

や防犯、交流、日頃の管理活動に生かすことができます。

特に心配なのはお年寄りです。老人会や長寿会など高齢者

同士が交流と情報交換をする組織をつくり、どこにどんな高齢者

がいて、どんな健康状態かなどを大まかに把握できれば、災害時

などの救助にも役立ちます。

高齢の単身世帯、高齢の夫婦のみの世帯がさらに増えてくる

と、管理組合の役員就任などが難しくなることも。「一定の年齢

に達したら」「病気や要介護状態で動けなくなったら」など、免除

の条件を決めておくのも一つの手です。高齢の区分所有者の

代理を誰が務めるか、同居していない家族まで含めるか…など、

近い将来に備えて管理組合の課題として考えていきましょう。

想定していたとおりに建物や設備が劣化していないなら、計

画していた修繕を少し先延ばしにし、緊急性の高い方の修繕の

みに着手するか、長期修繕計画に対しても柔軟に対応します。

修繕を考える際にエコという視点も加えましょう。共用部分の

電球をＬＥＤに徐々に変更し、光熱費を節約します。共用廊下の

照明は、昼間はスイッチを切る、夏と冬とで点灯時間を変える、

場所によって点灯の設定変更をする…などこまめに考えます。

共用部分の設備の刷新で効果が大きいのは、各住戸の玄

関ドアや窓の更新です。１戸あたり数十万円相当の費用がかか

りますが、見栄えがよく、暮らしの快適度が上がります。その際、

複層ガラスを入れると断熱に効果があります。

マンションの給水設備が受水槽方式・高架タンク方式の場

合、大規模修繕の際に直結給水方式（直圧方式・直結加圧方

式）に切り替えれば、受水槽や高架水槽が不要となり、清掃の

必要がなくなるため衛生的で、いつでも新鮮な水を使えるように

なります。受水槽の設置スペースを利用したり、高架水槽がなく

なれば屋上の美観も向上します。

鉄筋の建物の寿命は70年ほどとされていますが、その後どの

ようにしていくかの合意は難航します。管理会社や建築コンサル

タントに相談し、居住者自身が関心をもって、情報を共有しなが

ら全員で進めていきましょう。

●犯罪が発生しにくい工夫を

●大地震への備えも ●共用部の節電や修繕を柔軟に

●顔が見える仕組みづくり

竣工後15年、20年、25年…と経過するにつれ、管理組合の課題も少しずつ変わってきます。
万一の犯罪や事故、天災への備え、建物の老朽化や入居者の高齢化への対応など
現代的な課題に対してどうすれば上質な管理を目指せるのか視点をまとめました。
（協力：大阪市住まい情報センターマンション管理相談員 桐石正史氏）

かん けつ

くらしの
今昔館

大阪

午後4時過ぎ、日本橋から道頓堀を西に
向かう。「かに道楽」の大きなカニを眺め、相
合橋を過ぎ、太左衛門橋に近づくと、日ごろ
見慣れている女子学生よりも幼い少女たち
が、次 と々言い寄ってくる。呼び込みである。
彼女たちの呼び込みは、夕暮れとともにいっ
そうエスカレートする。道頓堀商店会事務
局によると、「呼び込み」は、自転車の「違法
駐輪」とともに道頓堀の環境悪化の二大要
因だそうである。常に観光客で賑わい、中
国・韓国の旅行者も増えてきた食い倒れの
町道頓堀が、「環境悪化」で苦しんでいると
いう話は、わたしの抱く道頓堀のイメージを
打ちこわす。わたしにも学生時代に朝日座
で文楽を見たという経験があり、乏しいなが
ら「道頓堀は芝居町」という印象が身に付
いていたからである。戦後、中座や角座で
歌舞伎や新喜劇を楽しんだ世代からすれ
ば、「いま」の道頓堀と「昔」の道頓堀の落差
は強烈である。
都市とは常に「うつろう」世界であるが、そ

れにしても道頓堀の変貌は著しい。その名
前が、1615年の道頓堀開削に由来すると
いう「長い」歴史を誇るだけに、「短い」周期
での変化がコントラストを際立たせる。わた

したち大阪都市遺産研究センターが作成し
たCG「芝居町道頓堀五座の風景」（平成
24年1月）を見て、「芝居町道頓堀のDNAを
想い起こした」との言葉を発したのは商店
会長今井徹さん。地元を代表する老舗「う
どんの今井」の社長である。この一言はま
た、わたしたちの道頓堀プロジェクトを本格
化させる契機となった。
もう一つの契機は、東京の古書店を通じ
て入手した大阪の劇場大工中村儀右衛門
資料である。浪花座・角座・弁天座などの
いわゆる道頓堀五座の設計図面ばかりか、
仕様書・勘定帳、舞台意匠の図案である道
具帳、履歴書と日記など総数455点の大資
料群がセンターに帰属したのである。そこか
ら、①芝居小屋の復元的研究と、②道具帳
のデジタル化が始まったが、サントリー文化
財団の助成（平成24・25年度）を得るという
幸運も加わった。
芝居小屋の復元は、角座（24年度）につ

いで浪花座（平成25年度）が進んでいる
が、興味深いことに、明治43年に新築される
浪花座は、正面図を見るとなんと、洋風なの

である。芝居小屋は和風と
いう伝統にそぐわない形をし
ているが、明治31年に開場
した梅田劇場（儀右衛門の
建築）も洋風で、現在、秋田
県小坂町に残されている劇
場康楽館（大阪の藤田組の
建築、重要文化財）も洋風
である。つまりこの頃、洋風
の芝居小屋が流行してお
り、新築浪花座も洋風が考

えられたと思われる。ただし、昭和20年3月
の空襲で焼ける浪花座は写真で見る限り
和風であったので、実際に、儀右衛門資料
のとおり浪花座が洋風で建てられたかどう
かは不明であるが、芝居小屋が洋風であっ
た時代を想定することができるだろう。この
想定のもとに、「再現！道頓堀の芝居小屋―
道頓堀開削399年―」展では、儀右衛門資
料に従って洋風浪花座を復元（規模は縮
小）し、観覧者を迎える。
儀右衛門資料を残した第5代中村儀右衛
門（1852～1921）は、明治20年代から大正初
年にかけて道頓堀を中心に活躍したが、そ
の頃の道頓堀について、松竹座が開場した
大正12年（1923）、芝居茶屋稲竹に生を享
けた作家三田純市は、こう証言している。
明治の道頓堀は、五座の櫓を中心に、芝

居茶屋が軒を並べ、そのあいだに芝居客目
当ての小料理屋が、饂飩屋、寿司屋、みや
げものの菓子屋などが顔をのぞかせてい
る。どこまでも芝居中心の町だった。が、時
代も大正になると、そろそろと、その芝居中
心が怪しくなりはじめた（『遥かなり道頓
堀』、昭和53年）。
この記述に信をおくとすれば、中村儀右衛
門資料は、「どこまでも芝居中心の町だった」
道頓堀を描く稀有な資料ということになる。
「再現！道頓堀の芝居小屋―道頓堀開
削399年―」展（4月19日～5月25日）では、浪
花座の復元とともに、当時の舞台意匠を物
語る道具帳のデジタル展示もある。洋風の
浪花座のなかで、「義経千本桜」の一幕を
見るかのような仕掛けが、入場者を待つ。
（関西大学大阪都市遺産研究センター長 藪田 貫）
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儀右衛門資料中の浪花座正面図

儀右衛門資料中の浪花座正面図（部分）
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谷：2013年11月30日から12月23日まで、およそ1カ月間、「匠の
技に学ぶ―日本の大工と絵図・道具in大阪」展が開催されま
した。今日は、この展覧会に関連したワークショップを中心に
なってお世話いただいた、松本裕一棟梁にお話を聞きます。
松本さんは、これまでも伝統技術の普及や子ども向けの催し
を企画されたことがあると伺いましたが。
松本：羽根建築工房時代の2003年と2004年に大阪ドームの
木材フェアに出演し、2005年にはキッズプラザで子ども鉋教室
を開催しました。
谷：今昔館の展覧会では、初日の11月30日と12月1日に「ミニ削
ろう会大阪」が開かれました。「削ろう会」という変わった名前
の会についてご紹介ください。
松本：「削ろう会」は、1997年2月に、大工や工芸家、木工家、
道具の作り手などが集まって設立されました。発起人の一人
である直井光男棟梁は、法隆寺大工の西岡棟梁のもとで、薬
師寺の金堂や西塔の再建を手掛けた方です。私も、直井棟
梁の呼びかけに応えて、この会に参加しました。これまで「削ろ
う会」の開催は29回を数え、全国各地で行われてきました。
谷：今回は展覧会のイベントなので、正式の全国大会とは別に、
「ミニ削ろう会大阪」と名付けました。全国から腕に覚えのある名
工が今昔館に集合して、匠の技を披露していただきました。
松本：今回の薄削りの優勝者は、塩尻から参加された上條先
生（職業訓練学校）で、鉋屑の厚さは7ミクロン（1尺鉋）でし
た。じつは上條先生は、削ろう会の会長ですから、面目躍如と
いったところでしょうか。
谷：大工さんはもちろんですが、飛び入りで参加した女子学生
も、なかなか上手に削っていました。
松本：この頃は、女性の大工志望も増えています。削ろう会
は、こういった競技形式で大工技術の向上を図り、交流を深
めているのです。

谷：鉋屑も3mにも達する長大なものがありましたね。同じ台鉋
でも1尺幅のものがあるし、丸く削る鉋もあるし、一口では言え
ない多種多様なものがあるのが分かりました。
松本：名工は自分で鉋台の材料を仕入れ、自分で台打ちし
て、刃も自分で砥ぎます。だから単に削るだけではなく、調整が
命なんです。

谷：翌週の12月7日と8日には「古式技法実演会」がありました。
松本：ここでは、斧、大鋸、手斧、槍鉋の実演をしました。いずれ
も最近は機械化が進んで、手仕事の技術が失われています。
谷：このような技術を伝承し、再評価することも大事なことですね。
松本：甲賀の木挽職人の田中さんの大鋸引きは、直径1尺5寸
（45㎝）、長さ7尺（2m）の杉丸太を縦に引くもので、2日間かけ
て実演していただきました。
谷：私も実演に参加しました。解説をしていただいた1級建築
士の望月さんが、肩に力を入れずに素直に引きなさいと教えて
くれました。なかなか難しいです。

松本：槍鉋を実演したのは宮大工の村上さんです。槍鉋は、
反った槍の穂先のような刃に長い柄を付けた鉋です。今回の
展示会場には、西岡棟梁が薬師
寺再建の時に造った、槍鉋の木
製の雛形が展示されています。
谷：槍鉋は、室町時代に台鉋が
現れるまでは広く用いられた仕
上げ道具で、「春日権現験記絵」
などの絵巻物にも登場します。し
かし、実物はなかなか見ることが
できませんし、ましてや実演とな
ると、映像で見ただけだったの

で、今回は本当に貴重な機会でした。
松本：村上さんは、自分で中世の番匠になりきって、烏帽子の
代わりに毛糸の頭巾をかぶり、袴をはいて登場しましたね。こ
れが実によく似合っていました。
松本：斧のハツリと手斧の削りは若手の大工さんに実演しても
らいました。ここでは、斧で荒削りをして、手斧で平らにする加
工工程を見せました。手斧は、直角に曲がった大きな平鑿に
木製の柄を付けた道具です。
谷：古式技法の実演の日に、近畿一円の一級建築士の方々の
見学があって、40人近くの建築家が熱心に見学していました。
ほとんどの人が手斧や槍鉋の実演は初めてで、引いて削るの
が分かって、たいへん興味深かったと語っていました。
松本：斧と手斧の削りには、アメリカ人のジョン君も参加してく
れました。彼は、京都の数寄屋大工の下で修業し、日本人の
女性と結婚した大の親日家です。
谷：最近、今昔館には外国人の来館者が増えています。彼らも
日本の伝統技術を目の当たりにして、感動していました。特に、
ジョンさんに質問が集中していたので、彼に来てもらってよかっ
たと思います。英語で直接伝えることができたのですから。
松本：今回の「古式技法実演会」は、今昔館の江戸時代の再
現町並みで実演しました。
大鋸、斧、手斧、槍鉋、どれ
も伝統的な大工道具です
から、昔の町並みの中で
実演するのは、他では味わ
えないリアルさがありまし
た。大工さんもみんなテン
ションが上がって、たいへ
ん面白かったようです。

谷：12月21日と22日には子ども向けのワークショップとして、「組
子細工をつくろう」が行われました。
松本：この企画は、次代を担う子どもたちに手仕事の魅力を
知ってほしいという思いがありました。
谷：年末のイベントであったので参加者数が少なかったのが残

念でしたが、7割の人
が「とても面白かった」
と答えてくれました。
松本：千鳥格子や組
子細工に人気があり
ましたね。
谷：参加者から、「大工
さんは本当にすごい！ 
と思いました。ますます、木や大工さんに興味がわきました」とか、
「いろんな継ぎ方の見本がとても驚きで、昔の人はすごいなあと
感心しました。知恵の輪みたい」と感想を寄せてくれました。
松本：職人冥利に尽きますね。地道でも、こんな企画を続けて
いくことが、未来につながることを信じたいです。
谷：12月15日には小川三夫棟梁による「木のいのち 木のここ
ろ」と題した講演会がありました。
松本：小川棟梁は、西岡棟梁のただ一人の内弟子なので、私
たち大工にとっても興味深い話でした。参加者に若い人たち
が多かったのも印象的でした。
谷：アンケートを見ても、西岡棟梁の思い出、木のクセや古代
建築の素晴らしさ、弟子の育て方など、小川棟梁の講演は、
参加者に感銘を与えたようです。
松本：大工の弟子の育て方については、特に勉強させていた
だきました。
谷：ところで、松本さんは、これまで今昔館のことはご存知でし
たか。
松本：大工頭中井家の絵図展などを見に来ました。
谷：それは、ありがとうございます。今回の展覧会の特徴の一
つは、毎週、多彩な関連イベントを行ったことです。今昔館の
常設展示にある江戸時代の町並みは、当時の伝統的な大工
技術で再現されたものですが、大工道具や大工技術をテー
マにした展覧会は、なかなか実現できませんでした。それが今
回の展覧会でようやく実現したわけですから、ほんとうに参加
していただいた大工さんのおかげです。
松本：できれば、これからも日本の伝統的な大工道具と大工
技術の普及啓発にいっしょに取り組んでいきたいですね。
谷：よろしくお願いします。今日はありがとうございました。

ミニ削ろう会大阪

「古式技法」斧と手斧の実演

組子細工

「古式技法」大鋸の実演

「古式技法」槍鉋の実演 「匠の技に学ぶ―日本の大工と絵図・道具in大阪」展

「ミニ削ろう会」のこと

江戸時代の町並みで古式技法を実演

伝えたい手仕事の魅力

かんな

おの お

ひら のみ

こ びき

かすが ごん げん げん き え

が ちょうな やりかんな

匠の技に学ぶ―大工技術のワークショップ―

松本 裕一（注文建築 大工松本）　聞き手：谷 直樹（大阪くらしの今昔館館長）
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〒530‐0041 大阪市北区天神橋6丁目4‐20（住まい情報センター8階受付）　　 06‐6242‐1170　　   06‐6354‐8601　　   http://konjyakukan.com/

開館時間 10：00～17：00（入館は16：30まで）

休 館 日

火曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日（日曜日、月曜日の場合を除く）、
第3月曜日（祝日、振替休日の場合はその週の水曜日）、年末年始

入 館 料

一　般 600円／団体 500円（20人以上）
高・大生 300円／団体 200円（20人以上）
※中学生以下、障がい者手帳を持参の方、市内在住の65歳以上無料（要証明書提示）
※企画展示の観覧料は別途必要です。

交通機関
●地下鉄谷町線・堺筋線、阪急電鉄「天神橋筋六丁目」駅3号出口より直結
●JR大阪環状線「天満」駅から北へ徒歩7分

TEL FAX URL

4月～6月の
休館日

4／1、7～12（展示替え）、15、21、22
5／13、19、20、27　6／3、10、16、17、24

9階 なにわ町家の歳時記
江戸時代の大坂の町並みを実物大で再現。
大通りには、風呂屋や本屋、薬屋などが並び、
ひときわ高い火の見櫓も。路地を抜けると裏長
屋の庶民の生活をかいま見ることもできます。

8階 モダン大阪
パノラマ遊覧

近代大阪の代表的な
住まいと暮らしを模型
や資料で再現。

充実した常設展示や楽しいイベントまで、
盛りだくさんな内容でお楽しみください。
※常設展の観覧料が必要です。予告なく変更することがあります。
事前にお確かめください。

※定員があるイベントは8階受付で整理券を発行します。

●開催日: 毎月 第2日曜日
●時 間:14:00～16:00　

おじゃみ（お手玉）を
作ってみよう

●開催日: お茶会と同日
●時 間: 14:30～15:00　

今昔語り

●開催日: 毎月 第4日曜日
●時 間:14:30～15:00　

絵本で楽しい時間

●開催日: 毎月 第1・3日曜日
●時 間:13:00～16:00　

町の解説 

●開催日: 日曜祝日適時　

南京玉すだれ　　

●開催日: 日曜適時
●時 間:14:30～15:00　 

紙しばい

折り紙で遊ぼう!

●開催日: 偶数月 第3土曜日
●時 間: ①13:30
            ②14:30
●定 員: 各回20名（当日先着、8階受付で整理券を発行）
●材料費: 100円

折り紙を折ろう

●開催日: 奇数月 第3日曜日
●時 間: 14:00～15:30

鶴のつなぎ折り

●観覧料が必要です。費用の記述のないものは参加無料です。
●茶菓代・材料費は、当日お支払いください。
●日程等、予告なく変更になる場合がありますので予めご了承ください。

ご
案
内

Copyright:Kyogoku Hiroshi

時

土曜日

Copyright:Kyogoku HiroshiCopyright:Kyogoku Hiroshi

●時 間: 14：00～15：00
●出 演: （琴）澤 千左子（松浪流家元 松浪千壽）
 邦楽琴座飛天

箏と上方唄の演奏会　
4月27日（日） 

澤 千左子

●時 間: 14：00～15：00
●出 演: 山村 若禄之 他

上方の華と粋－座敷舞
5月6日（火・振） 

本展では新発見の
道頓堀芝居小屋の
建築絵図を紹介しま
す。また、当時のブロ
マイドである人気役
者の錦絵を一堂に展
示して、芝居街道頓
堀の魅力をお伝えし
ます。
●入館料: 企画展のみ 300円
 企画展+常設展　一般 800円（団体700円）
　　　　　　　　　　　　　高・大生500円（団体400円）
●主 催: 大阪くらしの今昔館（大阪市立住まいのミュージアム）
 関西大学大阪都市遺産研究センター
●協 力: 道頓堀商店会

会期: 平成26年4月19日（土）～5月25日（日）

「再現！ 道頓堀の芝居小屋
　　　　　　　　　ー道頓堀開削399年ー」

■夏祭の飾り
平成26年 4月13日（日）～8月31日（日）

●常 設 展

■季節のしつらい
●建具替（夏建具）
平成26年 6月14日（土）～9月21日（日）

儀右衛門資料中の浪花座正面図

●企 画 展

よもぎ団子作り
4月26日（土）

●ワークショップ

●時 間:13：30
●定 員: 10名（当日先着）
●参加費: 300円
　

●時 間: 13：30～15：30
●定 員: 50名（先着順）
●茶菓代: 300円
　（8階ミュージアムショップにて
　 お茶券を販売）

●協 力: 大阪市役所茶道部

町家でお茶会
4月20日（日）、5月18日（日）、6月15日（日）

4月5日（土）
出演･演目: 桂 出丸「狸さい」
 桂 文華「淀五郎」

5月4日（日・祝）
出演: 林家 小染、林家 染八

桂 文華4月26日（土）
出演: らくてん会

4月29日（火・祝）
出演･演目: 旭堂 南左衛門
 「寛永三馬術・梅花の誉れ」
 旭堂 南青
 「出世の纏（まとい）」 旭堂 南左衛門 旭堂 南青

林家 小染 林家 染八

桂 出丸

江戸時代へタイムスリップ! 大坂の町家で落語･講談を聞
いてみませんか。
●時 間: 14：00～15：00（4/26は、15：30頃まで）

町家寄席―落語、講談 兜作り
5月5日（月・祝）
●時 間:13：30
●定 員: 15名（当日先着）
●参加費: 100円
　
押し花でしおりを作ろう
5月24日（土）
●時 間:13：30
●定 員: 15名（当日先着）
●参加費: 200円
　組みひもでストラップを作ろう
6月28日（土）
●時 間:13：30
●定 員: 10～15名
　　　　　（当日先着）
●参加費: 300円
　

ぜんざい 5月5日（月・祝）
●時 間:13：00（なくなり次第終了）
●料 金: １杯100円
　

●時 間: ①13：00
 ②14：30
●定 員: 各回15名
   （当日先着、
     ８階受付で整理券を発行）
●材料費: 400円

GWは今昔館で遊ぼう！

4月29日（火・祝） 
えらんで作ろう
（紙つばめ・すりこぎとんぼ）

5月3日（土・祝） 
和とじ本を作ろう
5月4日（日・祝） 
替わり屏風を作ろう  替わり屏風を作ろう

●開催
●時 間

●観覧
●茶菓
●日程

ご
案
内

祝）

終了）

替わり屏替わり屏替わり屏替わり屏替わり屏替わり屏替わり屏替わり屏替わり屏替わり替わり替わり屏替わりわりわりわり替わり屏替わり屏替わり屏替わり屏替わり屏風を作ろ風を作ろ風を作ろ風を作ろ風を作ろ風を作ろ風を作ろ風を作ろ風を作ろ風を作ろを作ろ風を作ろを作ろ作ろ風を作ろ風を作ろ風を作ろ風を作ろ風を作作ろ作 うううううううううううううううううう替わり屏風を作ろう

和とじ本を作ろう
●開催
●時 間

催

ば
●開催

紙しば

和とじ本和とじ本和とじ本和とじ本和とじ本和とじ本和とじ本和とじ本和とじ本和とじ本とじ本とじ本和とじ本和とじ本和とじ本和とじ本和とじ本和とじ本和とじ本和とじ本を作ろうを作ろうを作ろうを作ろうを作ろうを作ろうを作ろうを作ろうを作ろうを作ろうを作ろうを作を作ろうを作ろうを作ろうを作ろうを作ろうを作ろうを作ろうを作和とじ本を作ろう

えらんで作ろう

●時 間

●開催
●時 間

絵本

●開催

町の

えらんでえらんでえらんでえらんでえらんでえらんでえらんでえらんでえらんでえらんでえらんでえらんでえらんでらんでえらんでえらんでえらんでえらんでえらんでえらんで作ろう作ろう作ろう作ろう作ろう作ろう作ろう作ろう作ろう作ろう作ろう作ろう作ろう作ろう作ろう作ろう作ろう作ろう作作ろう作えらんで作ろう

ホール・研修室・企画展示室
大阪市立住まい情報センター TEL 06-6242-1160

イベントのお申し込み・お問い合わせは

※4月～6月の休館日は本誌裏面をご参照ください。
※大阪くらしの今昔館と休館日が異なります（左のページをご参照ください）。

〒530‐0041 大阪市北区天神橋6丁目4‐20
住まい情報センター4F 住情報プラザ
　　06-6242-1160　　   06-6354-8601
　　http://www.sumai.city.osaka.jp/
■開館時間 平日・土曜 9:00～19:00／日曜・祝日 10:00～17:00
■休 館 日 火曜日（祝日の場合は翌日）、
 祝日の翌日（日曜日、月曜日の場合を除く）
 年末年始（12月29日～1月3日）

TEL

URL

FAX

ホール・研修室・企画展示室の貸し出しをしています

住まいに関するさまざまな催しを開催している
住まい情報センターのホールや研修室、そして
大阪くらしの今昔館企画展示室。講演会や
サークル活動など多目的にご利用いただけます。 3階ホール

企画展示室

■お問い合わせ・ご予約

1 主催イベント、     タイアップイベントの
参加申し込み方法

2

●下記ホームページから参加申し込みができます。

●携帯電話からも参加申し込みがで
きます。

●ホームページ・携帯電話での申し
込みは開催日の約2ヵ月前からに
なります。

●ハガキまたはファックスでも参加
申し込みができます。記入事項を明記し、下記の住
所、ファックス番号へお申し込みください。

●お申し込みにあたっていただいた個人情報は、主催
者（大阪市立住まい情報センター、共催団体）が保管
し、利用状況統計基礎データおよび今後のイベント
のお知らせ等に利用させていただく場合があります。

●先着順セミナーで手話希望の申込締切は開催2週
間前です。

【注意】平成25年度より、一部のイベントを除き、参加
証の発送はありません。「先着順」のイベントにお申し込
みいただいた場合は、イベント開催当日、直接会場にお
越しください。「抽選」の場合に限り、ハガキかEメールで
当否をお知らせします。

記入事項: イベント名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、参加希
望日、電話番号、手話希望の有無、個別相談希望の有無

住まい・まちづくり・ネット

▲ http://www.sumai-machi-net.com/

「高齢期のくらしを楽しく！
　 新人シニアのための春の林間学校」

■タイアップセミナー

「不動産取引の落とし穴」
■タイアップセミナー

住まい情報センター
タイアップイベント2

住まい情報センターと住まい・まちづくりの専門家
団体等が共催するセミナー・イベントです。

下記の申込先へお申し込みください（特
記以外参加費は無料、要事前申し込み。
先着順の場合は、定員になり次第締切。
抽選の場合は、締切後も定員に満たない
場合は引き続き募集します。）

住まい情報センター
主催イベント1

住まい情報センターが主催するセミナー・イベントです。

①「基礎から学ぶ高齢期の住まいとくらし」（セミナー）
②「親子で考える相続問題」（セミナー）
③「実践的な「高齢期のくらし」の守り方」（パネルディスカッション）
●日 時: 5月10日（土）
①10：00～12：00 ②13：00～14：50 ③15：00～16：20
●会 場: ３階ホール
●講 師: ①岡本 弘子（高齢者住宅アドバイザー）
              川添 登巳雄（ファイナンシャルプランナー）
              ②今仲 清（税理士）、高田 剛（司法書士）
              ③内田 優（弁護士）、眞城 拓志（精神科医）
               今泉 正（シニアライフSOSコーディネーター）　　
●司 会: 瀧 宗徳（シニアライフSOSコーディネーター）
●定 員: 100名（先着順）
●団 体: シニアライフSOS

「大阪のどまんなか『上町台地』を縦断しよう」
■タイアップセミナー

●日 時: ①セミナー 5月11日（日）   13：00～15：30
 ②まち歩き 5月25日（日）   13：30～16：30　　　
●会 場: ①３階ホール ②上町台地
●講 師: OKA 大阪検定1級合格者有志
●司 会: 38代ミズえびすばし 松枝 千世（①セミナーのみ）　　
●定 員: ①100名（先着順）
　　　　②30名（セミナー参加者から抽選）
●申込締切: ②5月11日（日）
●団 体: OKA 大阪検定を歩こう会

「1日でわかる! 
 マンション大規模修繕工事」
～管理組合の体制づくりからアフターフォローまで
　　　　　　　　　　　　　　成功に導く9つの鍵～

■タイアッププラスセミナー

●日 時: ①セミナー 5月31日（土）   13：30～16：00
 ②見学会  6月14日（土）   13：30～16：00　　　
●会 場: ①３階ホール ②大阪市内のマンション
●講 師: NPO法人集合住宅維持管理機構主任専門委員
　　　　（一級建築士）　
●定 員: ①80名（先着順）
            ②30名（セミナー参加者から抽選）
●申込締切: ②5月31日（日）
●団 体: NPO法人集合住宅維持管理機構

●日 時: 7月13日（日）   14：00～16：00
●会 場: ３階ホール
●講 師: 菅野 勲（（社）大阪府宅地建物取引業協会 
                  研修学院委員会認定インストラクター）
●定 員: 100名（先着順）
●団 体: （社）大阪府宅地建物取引業協会、
 　　（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部

●日 時: 4月29日（火・祝）
　　　14：00～16：00　
●会 場: ３階ホール
●講 師: 浜田 信夫（農学博士）　
●定 員: 100名（先着順）

「カビない毎日のために！」～カビからみた正しい掃除法は？～
■住まいのなるほどセミナー

●日 時: 5月18日（日）   14：00～16：00　
●会 場: ３階ホール
●講 師: 櫛田 和代（大阪弁護士会所属 弁護士）　
●定 員: 100名（先着順）

「高齢期の住まいの財産管理」
～成年後見制度と相続について考える～

■住まいのなるほどセミナー

①6月6日（金）、②6月7日（土）
「室内のちょっとした補修といすの張替え」
●時 間: 14：00～16：30
●会 場: ３階ホール
●講 師: ①中原 方子（インテリアコーディネーター）
 ②　野 里志（家具のリフォーム＆コーディネーター）
●定 員: 各回30名（申込多数の場合抽選）
●申込締切: 開催2週間前

「住まいのDIY」
■住まいのなるほどセミナー

2回連続講座

①4月26日（土） 「自分の尺度にあった住まいづくり
                        ～建築家夫婦の自邸を例に～」（セミナー・個別相談会）
②5月24日（土） 「長～く住まう家づくりの工夫 」（建築家の自邸見学会）
●時 間: ①13：00～15：00 個別相談会15：00～16：00
                  ②13：00～16：00  
●会 場: ①３階ホール ②現地集合（池田市内を予定）
●講 師: 広渡 孝一郎、広渡 早苗ほか
            （（公社）日本建築家協会、一級建築士）
●定 員: ①50名（先着順） ②30名（申込多数の場合抽選）
●個別相談会：定員6組（要事前申込、セミナー当日抽選）
●申込締切: 開催2週間前

「建築家とつくる住まいの工夫」
■住まいのなるほどセミナー

●期 間: 4月9日（水）～5月24日（土）
●会 場: 4階住情報プラザ

「自分の尺度にあった住まいづくり」
■建築家の作品パネル展

2回連続講座「女性建築士からのメッセージ
『今すぐ住まいの安心チェック！』あなたの家は大丈夫？」

■住まいのなるほどセミナー

①5月3日（土･祝）
「自分でチェック! 住まいの防犯・防災対策！」
②6月14日（土） 
「怪我をしない、病気を防ぐ住まい!」
●時 間: 13：30～15：30　●会 場: ５階研修室
●講 師: ①山本 尚子、②西田 多美子
 （一級建築士、（公社）大阪府建築士会女性分科会）
●定 員: 各回50名（申込多数の場合抽選、※２回連続講座申込み者優先）
●申込締切: 開催2週間前
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条
件

身体障がい者
手帳

精神障がい者
保健福祉手帳

療育手帳
(認定カード含む) 戦傷病者手帳住宅の種類

単身用
世帯用（注）

特別設計住宅
ケア付住宅（※）（注）

上記のとおり
居住者が居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができること。

１級～４級
１～３級
１・２級

Ａ，Ｂ１，Ｂ２
Ａ，Ｂ１

恩給法別表の特別項
症～第６項症、又は
第１款症

 公的賃貸住宅を借りたい方へ
市営住宅テレホンサービス（テープ） TEL 6263-2601

市営住宅（公営住宅）
住宅に困っておられる所得の低い方々向けの賃貸住宅です。
●定期募集
 募集時期 7月募集： 平成26年7月上旬の予定
  2月募集： 平成27年2月上旬の予定
 居住条件 現に大阪市内に居住している方（一部、市内勤務の方も申し込み可能）
 収入条件 一般世帯 158,000円以下
 （月額所得額） 高齢者・障がい者世帯等 259,000円以下
※新婚・子育て・単身者・一般世帯等、ご家族の状況等により、申込資格が設定されています。
●随時募集
定期募集等において、応募者が募集戸数に満たなかった住宅等について、先着
順で随時受付を行っている住宅があります。申込資格は、現に大阪市内に居住
している方で、収入条件は上記と同様です。

 お問い合わせ 大阪市住まい公社 住宅管理部 管理課 募集担当
 TEL 6882-7024　FAX 6882-7021

中堅層向け住宅
公営住宅の収入基準を超えている方など、中堅層向けの賃貸住宅です。
●大阪市が管理している住宅
市営すまいりんぐ（子育て応援型）・市営すまいりんぐ・市営特定賃貸住宅・
市営再開発住宅（地域リロケーション住宅）

 収入条件（月額所得額）  158,000円以上（※123,000円）～487,000円以下
※50歳未満の入居者所得が世帯合計所得の半分以上ある場合

 お問い合わせ 大阪市住まい公社 住宅管理部 管理課 募集担当
 TEL 6882-7012　FAX 6882-7021
●大阪市住まい公社が管理している住宅
○公社一般賃貸住宅

 収入条件（月額所得額）  158,000円以上（※123,000円）
※40歳未満の入居者所得が世帯合計所得の半分以上ある場合
○公社すまいりんぐ・民間すまいりんぐ（公社管理）

 収入条件（月額所得額）  200,000円以上（※123,000円）～601,000円以下
※40歳未満の入居者所得が世帯合計所得の半分以上ある場合

 お問い合わせ 大阪市住まい公社 住宅管理部 管理課 募集担当
 TEL 6882-9000　FAX 6882-7021
●民間指定法人が管理している住宅
○民間すまいりんぐ（指定法人管理）

 収入条件（月額所得額）  200,000円以上（※123,000円）～601,000円以下
※40歳未満の入居者所得が世帯合計所得の半分以上ある場合

 お問い合わせ 大阪市都市整備局 特優賃等受付窓口
 TEL 4792-8868　FAX 6357-2022
いずれも大阪市外にお住まいの方も申し込みできます（空家は先着順随時募集）。
※「すまいりんぐ」は特定優良賃貸住宅制度を適用した住戸です。
参考サイト（物件情報など）
〈大阪市住まい公社ホームページ〉 http://www.osaka-jk.or.jp/  
〈おおさか・あんじゅ・ネット〉 http://www.sumai.city.osaka.jp/

その他の公的住宅
●府営住宅
詳細は下記までお問い合わせください。

　大阪市内の物件の 天満橋管理センター（（株）東急コミュニティー） 
　お問い合わせ TEL 6941-1097
●大阪府住宅供給公社賃貸住宅
ホームページ…http://www.osaka-kousha.or.jp/
一般賃貸住宅…空家（窓口・インターネット）先着順受付
高齢者向け優良賃貸住宅…空家（窓口・電話・インターネット）先着順受付

 お問い合わせ 大阪府住宅供給公社 北浜管理センター 
 TEL 6203-5454
特優賃住宅…空家（窓口・インターネット）先着順受付

 お問い合わせ 大阪府住宅供給公社 特優賃住宅募集グループ  
 TEL 6203-5956
●都市再生機構賃貸住宅
窓口･インターネットにて先着順受付中（ホームページ…http://www.ur-net.go.jp/kansai）
高齢者向け優良賃貸住宅…空家状況により変更になりますのでお問い合わ

せください。
 お問い合わせ 都市再生機構募集販売センター　TEL 6346-3456（代表）
  都市再生機構空き家情報　フリーダイヤル 0120-23-3456

平成26年3月現在のものです。

住まいのガイド
借りる・買う・建てる・建て替える大

阪
市 新婚・子育て世帯の方へ

市営住宅別枠募集
新婚世帯及び子育て世帯（小学校修了前の子どものいる世帯）に対して、
市営住宅の別枠募集を行っています。
募集時期: 平成26年  7月上旬の予定
 平成26年11月上旬の予定（子育て世帯のみ）
 平成27年  2月上旬の予定

 お問い合わせ 大阪市住まい公社 住宅管理部 管理課 募集担当
 TEL 6882-7024　FAX 6882-7021

大阪市新婚･子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度
民間金融機関や住宅金融支援機構の融資を受けて新たにマイホームを取
得する新婚世帯及び子育て世帯を対象に、利子補給を行います。なお、予算
の範囲内で先着順で受付します。

1. 年間所得が1,200万円以下、自らが居住する住宅を初めて取
得する、申込日時点で夫婦いずれもが満40歳未満で婚姻届出
後5年以内の新婚世帯又は小学校6年生以下の子どもがいる
世帯（同一世帯において、過去に大阪市民間分譲マンション購
入融資利子補給金の交付を受けた方は申し込みできません）

2. 住宅取得にかかる契約（売買・譲渡・請負）の締結日から１年
を経過していない方又は1年を経過していても返済が開始
されていない方（第1回目の約定返済日までに申し込みを
行った方。ただし、第1回目の約定返済日が融資実行日から
1ヵ月に満たない場合は第2回目の約定返済日までに申し込
みを行った方）（新婚世帯は締結日が平成24年4月1日以降
の方に限ります。）

3. フラット35又は銀行等（大阪市と協定を締結する金融機
関）の住宅ローンで、返済期間が10年以上かつ返済開始か
ら当初5年間の融資利率が年1.1%以上のもので融資条件
が変わらないもの（当初5年間のうちに変動金利になるもの
は対象外）

4. 床面積（マンションの場合は専有面積）が30m2以上で、完了
検査済証の交付されている民間住宅（都市再生機構等の公的
団体が分譲後、中古住宅として流通するものは含みます）

 利子補給額 
利子補給対象融資額のうち、償還元金残高（2,000万円を超え
る場合は、2,000万円とします）に対して、年0.5%以内（融資
利率から1%を減じた率で上限0.5%）の金額

 利子補給期間 返済が開始された日から60ヵ月以内（すでに返済が開始されて  いる場合は、申込日までの返済分は利子補給の対象としません）

 
お問い合わせ

 大阪市都市整備局 住宅支援受付窓口
  （大阪市立住まい情報センター4階）
 TEL 6882-7050　FAX 6355-0351

大阪市子育て安心マンション認定制度
‘子育てに配慮した仕様’と‘子育てを支援する環境’を備えた良質な民間
の新築マンションを認定し、その情報を大阪市ホームページなどで広く情
報発信しています。
認定基準として、‘快適で安心’、‘便利で安心’、‘安全で安心’、‘楽しくて安
心’、‘いろいろ安心’という5つの視点で、住戸専用部分、共用部分、周辺環
境などに関する項目を定めています。
 お問い合わせ 大阪市都市整備局 まちづくり事業企画グループ
 TEL 6208-9221　FAX 6202-7064

認定を受けたマンションを購入し、りそな銀行の住宅ローンを申し込まれ
た場合、物件により金利が引き下げられます（防災力強化マンションとも）。
 お問い合わせ りそな銀行ローン営業部 北浜ローンプラザ
 TEL 6222-3714

子育て支援等公社ストック活用制度
子育て世帯等の市内居住を促進するため、大阪市住まい公社が管理する「民
間すまいりんぐ（特優賃）」の一部空家について、所得に応じて契約家賃より
引き下げられた一定の入居者負担額で入居することができる制度です。

子 育 て 世 帯 …現に同居し又は同居しようとする小学校6年生以下の子
 どもを含む親子・夫婦を中心とした世帯
収入超過者世帯…大阪市営住宅に居住する世帯のうち公営住宅法に規定
 する収入超過者世帯（単身者及び高額所得者は除く）。
ほかに収入条件などがあります。

 お問い合わせ 大阪市住まい公社 住宅管理部 管理課 募集担当
 TEL 6882-9000　FAX 6882-7021　

高齢者・障がい者・ひとり親（母子･父子）家庭の方へ
市営住宅別枠募集

市営住宅の申込資格があり、市内にお住まいの方が対象です。
※ケア付住宅については、家賃や共益費以外に費用負担がかかる場合があります。
募集時期： 毎年5月上旬の予定
●高齢者住宅・高齢者特別設計住宅　60歳以上の方が、次の親族と同居する世帯。
・配偶者、18歳未満の児童、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、
療育手帳（認定カードを含む）のいずれかの手帳の所持者及び同程度の障が
いのある方又は戦傷病者手帳の所持者、60歳以上の方。

●高齢者ケア付住宅（※）
　単身…60歳以上で、自炊が可能な程度の健康状態か、居宅において常時の介

護を受けることにより自立した生活ができる方。
　世帯…60歳以上の夫婦のみ、もしくは60歳以上の2名以上の親族のみで構

成する世帯で、自炊が可能な程度の健康状態か、居宅において常時の
介護を受けることにより自立した生活ができる世帯。

 お問い合わせ 大阪市福祉局 高齢福祉課
 TEL 6208-8052　FAX 6202-6964
●障がい者住宅　申込者または同居する親族に障がい者がいる２人以上の世帯
●障がい者ケア付住宅（※）　次の表のいずれかの手帳を所持する方で、居住者
が居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができること。

　

●車いす常用者向け　身体障がい者手帳（１級または２級）を所持する重度の障がい
者で、車いすを常用する方を含む２名以上の親族で構成する世帯であること。（注）

（注）ケア付住宅については、障がい者、配偶者、60歳以上の方、60歳以上の方を
含む夫婦のいずれかであることを満たす親族であることが条件となります。

 お問い合わせ 大阪市福祉局 障がい福祉課
 TEL 6208-8081　FAX 6202-6962
●ひとり親住宅　配偶者のない方とその子ども（扶養している20歳未満の
児童が含まれること）のみで構成する世帯。

 お問い合わせ 大阪市こども青少年局 こども家庭課
 TEL 6208-8035　FAX 6202-6963
●親子近居住宅　親世帯（60歳以上）と子世帯で、同一区内での生活を希望する方。
　募集時期： 平成26年11月上旬の予定
 お問い合わせ 大阪市住まい公社 住宅管理部 管理課 募集担当
 TEL 6882-7024　FAX 6882-7021

その他、給付制度
●高齢者住宅改修費給付事業　
介護保険制度の居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給を受ける方が属する
世帯等で、生活支援・介護予防の観点から真に住宅改修が必要と認められる
世帯の住宅改修費用の一部を給付します。なお、所得制限があります。必ず事
前に審査が必要です。
●重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業　
在宅の重度の身体・知的障がい者、難病患者等の方が、日常生活上の障がいの
除去または軽減に直接効果のある改修工事を行うとき、工事費用の一部を給
付します。所得制限があります（ただし、介護保険制度が適用される方は本制
度の対象となりません）。なお、必ず事前に申請が必要です。

 お問い合わせ 各区 保健福祉センター 保健福祉課

※市外局番は全て「06」です。
※各事業の詳細は、おおさか・あんじゅ・ネットおよび大阪市ホームページでご確認ください。
※補助、助成事業の利用には事前協議が必要ですのでお早めにご相談ください。また、受付期限が
あるものもあります。なお、予算額に達し次第受付を終了しますのでご注意ください。

申込条件
（平成26年度）

申
込
条
件

マンション管理組合の方へ
分譲マンション建替検討費助成制度

分譲マンションの管理組合に対して、建替えを検討する費用の一部を補助
します。　補助率：補助対象となる検討経費の1/3　上限：150万円

分譲マンション耐震改修検討費助成制度
分譲マンションの管理組合に対して、耐震改修の合意形成にかかる費用の一部
を補助します。　補助率：補助対象となる検討経費の1/3　上限：50万円
 お問い合わせ 大阪市都市整備局 住宅政策グループ
 TEL 6208-9217　FAX 6202-7064

分譲マンションアドバイザー派遣（予約制・無料）
マンションの建替えや計画的な修繕・省エネルギー改修についてのアドバイ
スを行うため、管理組合の勉強会などの講師役として専門家を派遣します。
 お問い合わせ 予約申し込み 大阪市立住まい情報センター
 TEL 6242-1177（相談専用）

大阪市マンション管理支援機構
公共団体や、建築、法律などの専門家団体等が連携して、分譲マンションの管理組
合を支援します。登録組合には、セミナーの案内や情報誌等を無料で送付します。
  大阪市マンション管理支援機構事務局
 お問い合わせ （大阪市立住まい情報センター4階 住情報プラザ内）
 TEL 4801-8232　FAX 6354-8601

建替え、耐震診断・改修をしたい
民間老朽住宅建替支援事業〈タテカエ・サポーティング21〉

古いアパートや長屋など（昭和56年以前の建築物、ただし鉄筋コンク
リート造は築後32年以上）を補助要件を満たす共同住宅に建替える場
合、建設費の補助や融資のあっせんなどの支援を行います。
●建替専門家相談（弁護士・建築士）各 月1回　予約制
●ハウジングアドバイザーの派遣（共同建替・協調建替）
●建替建設費補助制度…共同住宅に建替える際の費用の一部を補助。
●従前居住者家賃補助制度…補助を受けて建替える住宅の従前居住者に家
賃の一部を補助。補助期間は、一般世帯は3年以内、高齢者世帯等は5年以内。

●賃貸住宅建設資金融資制度…補助を受けて賃貸共同住宅を建設する場合、
建設資金の融資（25年間、ただし店舗等は10年間）をあっせん。
●狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度（｢特に優先的な取り組みが必要な
密集住宅市街地(約1,300ha)（以下、「優先地区」という）｣のみ）
優先地区において、幅員4m未満の狭あい道路に面する昭和25年以前に建て
られた木造住宅等を除却する場合、除却に要する費用の一部を補助（除却後
の用途は問いません）。

優先地区等では、補助要件の緩和、補助及び融資内容の優遇等があります。

大阪市耐震診断・改修補助事業
一定の要件を満たす民間戸建住宅等の所有者に対して、耐震診断・耐震改
修に要する費用の一部を補助します。また、建築関係団体等と連携して設
立した大阪市耐震改修支援機構から実績のある耐震事業者の紹介を行い
ます。
●らくらく耐震診断（耐震診断費補助）…耐震診断に要する費用の9/10以
内（限度額：4万5千円×戸数／棟、18万円／棟）を補助。耐震診断と耐震改
修設計（工事費見積を含む。以下同じ。）をセットにした「パッケージ耐震診
断」は、前段の耐震診断費補助に加え、耐震改修設計に要する費用の2/3以
内（限度額：10万円×戸数／棟、18万円／棟）を併せて補助。
●なっとく耐震改修（耐震改修工事費補助）…耐震改修工事に要する費用の
1/2以内（限度額：100万円×戸数／棟）を補助。１階のみを補強又は寝室等
の部屋にシェルターを設置する耐震改修工事等も補助対象。

マンション耐震化緊急支援事業
一定の要件を満たす地上３階建以上の民間マンションの耐震診断、耐震改
修設計及び耐震改修工事に要する費用の一部を補助します。なお予算の範
囲内で先着順に受け付けします。
●耐震診断…耐震診断に要する費用の2/3以内（限度額：２００万円/棟）を補
助します。
●耐震改修設計…耐震改修設計に要する費用の2/3以内（限度額：４００万円
/棟）を補助します。

●耐震改修工事…耐震改修工事に要する費用の1/2以内（限度額：1,000万
円/棟【平成26年度の場合】）を補助します。

 お問い合わせ 大阪市都市整備局 耐震･密集市街地整備受付窓口 
 TEL 6882-7053　FAX 6882-0877

その他
大阪市防災力強化マンション認定制度

耐震性や耐火性など建物の安全性に関する基準に適合することに加え、被
災時の生活維持に求められる設備・施設等の整備、住民による日常的な防
災活動等により防災力が強化されたマンションを認定し、広く情報発信し
ていきます。
認定物件の金利引き下げについては、子育て安心マンション認定制度の欄をご覧ください。

 お問い合わせ 大阪市都市整備局 防災・耐震化計画グループ
 TEL 6208-9649　FAX 6202-7064

都市防災不燃化促進事業（今里筋沿道：緑橋～百済貨物駅）
地域防災計画に定める避難路のうち、本市の指定する避難路の沿道区域
（道路境界から奥行き30ｍの範囲）で、一定の基準に適合する耐火建築物
等を建設される方に助成を行います。
 お問い合わせ 大阪市都市整備局 防災・耐震化計画グループ
 TEL 6208-9629　FAX 6202-7064

大阪市エコ住宅普及促進事業
断熱性能が高く、太陽光発電や省エネ性能に優れた設備を設置するなどし
たマンション等を「大阪市エコ住宅」として認定し広く情報発信していき
ます。また、平成25年度までに計画認定を受けた住宅の購入にかかる住
宅ローンに対し利子補給を受けられる場合があります（補助の条件あり）。
なお、予算の範囲内で先着順で受付けます。
 

お問い合わせ

 住宅認定に関すること…
  大阪市都市整備局まちづくり事業企画グループ
 TEL 6208-9221　FAX 6202-7064
  利子補給に関すること…
  大阪市都市整備局住宅支援受付窓口
  （大阪市立住まい情報センター4階）
 TEL 6882-7050　FAX 6355-0351
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住まい・まちづくり・ネットワークからのおお知知らせせせ住まい・まちづくり・ネットワークからのお知らせ

住まいのライブラリーからのお知らせせ住まいのライブラリーからのお知らせ

団 体 名 事業タイトル（仮称）

不動産取引の落とし穴

がまんせず、楽しく暮らせる健康的な住まいと住まい方

（社）大阪府宅地建物取引業協会
（公社）全国宅地建物取引業保証協会 大阪本部

親子でワークショップ～木の家で地球にやさしい街をつくろう！～NPO法人 もく（木）の会

こどもたちと創る商店街日本商環境デザイン協会（JCD）

モノが引き起こす家庭内事故の防ぎ方整理収納サービスネット

高齢期のくらしを楽しく！ 新人シニアのための春の林間学校シニアライフSOS（旧 相続SOS）

家の間取りの立体模型を作ろう！こども建築ワークショップ

大阪のどまんなか『上町台地』を縦断しようOKA 大阪検定を歩こう会

～住宅売買時には当たり前～「ホームインスペクションって何？」
自分で簡単にできるインスペクションも教えます！

最近の住宅事情「消費税増税の前後の住宅市場と
住宅ローン金利の動向は？ プロが伝える正しい知識」

NPO法人 日本ホームインスペクターズ協会
近畿支部

空気調和・衛生工学会省エネルギー委員会住宅指針検討小委員会、
大阪エコリフォーム普及促進地域協議会

住宅ローンテラス
（日本モーゲージプランナーズ協会 有志）

「災害と保険」について
教えてください。

保険の種類と補償内容を
確認しましょう

Q

A 　

　自然災害や火災、水漏れ事故などによって住宅は
被害を受けます。これらに備えるための保険商品があ
ります。
　火災保険は、火事だけでなく落雷や爆発、破裂、風、ひょう、雪な
どによる損害を補償します。旧来型の「住宅火災保険」では、台風
や暴風雨などの水災、給排水管設備の事故による水漏れなどは
補償されませんが、住宅火災保険の補償の範囲を広くした「住宅
総合保険」では、水災や水漏れに加え、外来物の落下や衝突、盗
難などによる損害も補償します。火災保険には、建物への補償と家
財への補償の両方あるいはどちらか一方だけでも加入できます。

　耐震構造で造られた共同住宅の建物や家財を補償するのが
「団地保険」。補償内容は住宅総合保険とほぼ同じです。個人賠
償責任保険や傷害保険が組み込まれていることが多く、日常生活
で起きる破損やケガなどにも対応します。
　気をつけたいのは、どんな火災保険でも地震によって起きた火
災の損害は補償されないこと。地震による被害に備えるためには、
火災保険とセットで「地震保険」に加入します。地震や噴火、それら
による津波を原因とする火災やがけ崩れ、河川の堤防決壊などに
よる建物や家財の損害を受けた場合に保険金が支払われ、建物
の構造や地域によって掛け金が変わります。ただし、建物、家財と
も火災保険の30～50％の範囲で設定され、建物は5000万円、
家財は1000万円と上限が決められています。
　どんな保険でも契約する前に、何に対してどれだけ補償されるの
か、諸条件などをきちんと確かめてから加入しましょう。

　（次回は「夏の住まいを涼しく過ごすには？」）

住まいのＱ＆Ａ

このページでは、「あんじゅ」や「住まい情報センター」に対するご意見や応援メッセージ、センターの活動やお知らせ
など、さまざまな情報をお届けします。「あんじゅ」「住まい情報センター」へのご意見･ご要望、今後とりあげてほしい
テーマ、開催してほしいイベントなどを、どしどしお寄せください。

大阪市からのお知らせ大阪市からのお知らせ

「タイアップ事業」平成26年度 第１回募集の実施団体が決定しました！
「タイアップ事業」は、住まい情報センターとＮＰＯ等、住まい・まちづくり関連団体とが、協働で実施する
セミナーやイベントを通じて、市民のみなさまの住環境の質の向上、住むまち大阪の魅力向上のために実
施する事業です。開催の詳細は、あんじゅ誌上やホームページでご案内します。

平成26年度「タイアップ事業」
第2回企画提案を募集します！
平成26年10月から27年2月までに開催する企画を募集しま

す。詳細については「住まい・まちづくり・ネット」をご覧ください。

イベントのテーマに合わせて、ライブラリー所蔵の本をピックアップし、展示貸
出する「ライブラリー本特集」を毎月実施しています。住まいや大阪関連の新着
図書も多数所蔵しております。図書の検索は、あんじゅネットをご利用ください。
■ホームページ

▲

http://library.sumai.city.osaka.jp/opac/wopc/pc/pages/TopPage.jsp

第２７回大阪市ハウジングデザイン賞の
受賞住宅が決定しました！
大阪市では魅力ある良質な共同住宅・長屋・戸建の集合や

既存建物を有効活用した改造住宅、維持管理の良好な住宅
等を表彰する「大阪市ハウジングデザイン賞」を毎年実施して
います。平成２５年度は右の２住宅に決定し、表彰式開催記念
「第１回大阪市ハウジングデザインシンポジウム」を開催しました。
■詳しくはこちら

▲

http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000038276.html

お問い合わせ先 都市整備局企画部住宅政策課民間住宅助成グループ
TEL：06‐6208‐9228

撮影：福澤 昭嘉

大阪市ハウジングデザイン賞

ガーデンプレイス鶴見
（鶴見区今津南１丁目・賃貸）

ローレルハイツ北天満
（北区池田町１番・分譲）

第１回大阪市ハウジングデザインシンポジウムの様子

せ先 都市整備局企画部住宅政策課民間住宅助成グループ
TEL：06‐6208‐9228

第１回大阪市ハウジングデザインシンポジウムの様子第１回大阪市ハウジングデザインシンポジウムの様子
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住宅案内コーナー

市内3ヵ所にある大阪市サービスカウンターで広報誌「あんじゅ」をはじめ、住宅関連パンフレットの配布等を行っています。

■ディアモール大阪B1F ■地下鉄難波駅構内B1F ■あべちかB1F

TEL: 06-6345-1103   FAX: 06-6345-0873 TEL: 06-6211-0874   FAX: 06-6211-0869 TEL: 06-6773-0874   FAX: 06-6773-6600

サービスカウンターの営業時間: 平日／9時～19時　土・日・祝日／10時～19時　※臨時休業する場合があります。
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